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information

くらしの情報
国
民
年
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
関
連
の
お
し
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る

特
例
措
置
に
つ
い
て

　

つ
ね
よ
り
、
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免

除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
、
住
民

登
録
を
し
て
い
る
市
区
役
所
ま
た
は
町
村
役
場
の

国
民
年
金
担
当
窓
口
で
手
続
き
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
と
も
な
い
、
失
業
や
事
業
の
休
廃
止
に
至
ら

な
い
場
合
や
、
主
た
る
収
入
源
を
喪
失
す
る
こ
と

等
に
と
も
な
う
所
得
急
減
に
よ
り
、
失
業
等
に
準

じ
る
場
合
で
も
、
保
険
料
の
納
付
免
除
・
猶
予
の

申
請
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

● 

対
象
者

　

 （
以
下
の
①
及
び
②
の
い
ず
れ
も
満
た
す
者
で

あ
る
こ
と
）

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

収
入
の
減
少
し
た
者

・�

令
和
２
年
２
月
以
降
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
業
務（
業
務
委
託
契

約
等
を
含
む
。）が
失
わ
れ
る
な
ど
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
こ
と
。

②�

収
入
の
減
少
に
よ
り
相
当
程
度
ま
で
所
得
低
下

の
見
込
み
が
あ
る
者

・ 

①
に
よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
の
状

況
か
ら
み
て
、当
年
中
に
見
込
ま
れ
る
所
得
が
、

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
の
基
準
適
用
相
当

に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

●
対
象
期
間
等

・ 

令
和
２
年
２
月
以
降
の
保
険
料
を
対
象
と
す
る

こ
と
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

免
除
等
の
手
続
き
は
、
今
後
の
感
染
症
拡
大
等

の
動
向
に
よ
り
期
間
の
変
動
が
あ
り
ま
す
。

● 

添
付
書
類

　

 （
通
常
の
免
除
・
猶
予
申
請
に
追
加
し
て
必
要

な
も
の
）

・「
所
得
の
申
立
書（
臨
時
特
例
用
）」

※�

た
だ
し
、
事
後
に
、
当
該
所
得
申
立
書
に
記
載

さ
れ
た
簡
易
な
所
得
見
込
額
の
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類（
令
和
２
年
２
月

以
降
の
任
意
の
１
カ
月
分
の
契
約
解
除
通
知
書

等
の
写
し（
所
得
見
込
額
等
が
分
か
る
も
の
）、

事
業
所
の
業
務
帳
簿（
事
業
収
入
欄
等
）の
写
し
、

給
与
明
細
書　

な
ど
）を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
留
意
点

・ 

免
除
等
期
間
に
つ
い
て
は
、
追
納
を
し
な
い
か

ぎ
り
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

・ 

免
除
等
の
適
用
後
に
あ
っ
て
も
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
追
納
が
可
能
で
す
。

・ 

一
部
免
除
と
な
っ
た
場
合
は
、
免
除
さ
れ
な
か

っ
た
分
の
保
険
料
納
付
が
な
い
と
給
付
等
に
結

び
つ
き
ま
せ
ん
。

　

障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
な
障
害
基
礎
年
金
、

障
害
厚
生
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
し
た
年
に
お
け
る
誕
生
日
の
属
す
る
月

の
末
日
ま
で
に
、「
障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）」

を
日
本
年
金
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
治
療
の
観
点
か
ら
は
急
を
要
さ
な
い

「
障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）」
の
取
得
等
の
み

を
目
的
と
し
た
受
診
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、「
障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）」
提
出
期

限
を
延
長
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
対
象
者

・ �

障
害
状
態
確
認
届
の
提
出
期
限
が
令
和
２
年
２

月
末
日
か
ら
令
和
３
年
２
月
末
日
ま
で
の
間
に

あ
る
受
給
権
者
等

●
延
長
後
の
提
出
期
限

・ 

現
在
の
提
出
期
限
の
１
年
後

※�

延
長
後
の
提
出
期
限
前
に
障
害
の
程
度
が
悪
化

し
た
場
合
は
、
診
断
書
を
添
え
て
額
改
定
請
求

（
増
額
改
定
請
求
）を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

・ 

渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４
）

障
害
基
礎
年
金
、障
害
厚
生
年
金
等

に
係
る
障
害
状
態
確
認
届（
診
断

書
）の
提
出
期
限
延
長
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令和２年度群馬県介護支援専門員
実務研修受講試験について

！特例定額給付金に関する詐欺に注意！

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください！

●あやしいな？と思ったら、遠慮なくご相談ください。

　・消費者ホットライン（局番なしの３桁）188

　・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン

　　☎0120－213－188

　・お住まいの市町村・お近くの警察署

市区町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

	 　現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること

 　受給にあたり、手数料の振込みを求めること

 　メールを送り、URLをクリックして申請手続きを

 　　求めること

くらしの情報

　令和２年10月11日（日）に実施される群馬県介護支援専門員実務研修受講試験について、試験案内を役場住民
課窓口及び保健センター窓口において配布いたします。
　受験を希望される方は申し込み期限である６月30日（火）までにお持ち帰りのうえお申し込みください。（試験
の詳細については、試験案内をご覧ください。）

　なお、試験案内については下記の場所でも配布しております。
� ○群馬県社会福祉協議会福祉人材課（県社会福祉総合センター６階）
 ○県内各市役所・各町村役場
 ○県庁（介護高齢課、県民センター）
 ○県内各保健福祉事務所

 《お問い合わせ先》　役場住民課　☎63－2111（内線62）

 　　　　　　　　　群馬県社会福祉協議会 福祉人材課　☎027－280－4107（試験専用ダイヤル）
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information

くらしの情報
吾
妻
広
域
町
村
圏

振
興
整
備
組
合

消
防
職
員
・
介
護
職

員
の
募
集
に
つ
い
て

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

で
は
、
令
和
３
年
度
に
採
用
す
る
職

員
を
募
集
し
ま
す
。（
採
用
日　

令

和
３
年
４
月
１
日
）

●
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

・
消
防
職　

１
名

　

・
介
護
職　

１
名

�

（
吾
妻
養
護
老
人
ホ
ー
ム
勤
務
）

●
受
験
資
格

　

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

そ
れ
ぞ
れ
③
、④
の
条
件
を
満
た
す
者
。

①�

高
等
学
校
を
卒
業
ま
た
は
令
和
３

年
３
月
卒
業
見
込
み
の
者
。

②�

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
者
ま
た
は
令
和
３
年
３
月
ま
で

に
合
格
見
込
み
の
者
。

消
防
職

③�

採
用
後
、
吾
妻
郡
内
に
居
住
で
き

る
こ
と
。

④�

平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

介
護
職

③�

介
護
福
祉
士
ま
た
は
来
春
ま
で
に

取
得
予
定
の
者
。

④�

昭
和
56
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

●
試
験
日
・
内
容
・
会
場

○ 

第
１
次
試
験

　

 （
群
馬
県
町
村
会
が
実
施
す
る
県

内
町
村
職
員
採
用
統
一
試
験
）

・ 

期
日　

令
和
２
年
９
月
20
日（
日
）

・
内
容　

教
養
試
験
及
び
適
性
検
査

・ 

会
場　

バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル

（
中
之
条
町
大
字
西
中
之
条
１
３
５
）

○ 

第
２
次
・
３
次
試
験

　

 （
第
１
次
・
２
次
試
験
合
格
者
を

対
象
と
す
る
）

※
介
護
職
は
２
次
試
験
ま
で

・�

内
容　

作
文
・
口
述
試
験（
面
接
）・

体
力
試
験（
消
防
職
の
み
）

・�

期
日

　

令
和
２
年
10
月
中
旬
か
ら
11
月
下
旬

・�
会
場　

バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル
他

●
受
験
申
し
込
み
期
間

　

令
和
２
年
７
月
１
日
〜
７
月
31
日

※�

受
験
申
し
込
み
書
は
、
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

　

�

ま
た
、
７
月
１
日
以
降
吾
妻
広
域

事
務
局
並
び
に
、
消
防
職
は
消
防

各
署
、
介
護
職
は
吾
妻
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
用
意
し
ま
す
。

● 

申
し
込
み
方
法

　

 

簡
易
書
留
ま
た
は
特
定
記
録
郵
便

（
７
月
31
日
必
着
）、
あ
る
い
は
直

接
持
参
で
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興

整
備
組
合
事
務
局
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

事
務
局

　

〒
３
７
７

－

０
４
２
５

　

�

群
馬
県
吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
西

中
之
条
135
番
地（
バ
イ
テ
ッ
ク
文

化
ホ
ー
ル
２
階
）

　

☎
０
２
７
９

・

７
５

・

４
７
０
０

　

詳
し
く
は
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興

整
備
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
。

　

h
ttp
://w

w
w
.a
g
a

－k
o
u
ik
i.

jp
/

（
ま
た
は
、「
あ
が
つ
ま
広
域
」
で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）

吾
妻
広
域
消
防
本
部
・

東
部
消
防
署
の
庁
舎

移
転
の
お
知
ら
せ

　

吾
妻
広
域
消
防
本
部
・
東
部
消
防

署
は
、以
下
の
場
所
へ
移
転
し
ま
す
。

●
新
住
所

　

�

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
植
栗
１
１

７
４
番
地
１（
旧
太
田
中
学
校
）

　

☎
０
２
７
９
・
６
８
・
０
１
１
９

●
新
庁
舎
業
務
開
始
日

　

令
和
２
年
６
月
15
日（
月
）

※�

電
話
番
号
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
に
つ
い

て
は
、
従
前
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

庭
木
剪
定
・
刈
払
機

講
習
の
ご
案
内

●
会
場　

沼
田
市
薄
根
公
民
館
ほ
か

● 

日
程　

令
和
２
年
６
月
16
日（
火
）、

17
日（
水
）、
18
日（
木
）

●�

対
象

・�

60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
入
会
希
望
者

・�

職
種
転
換
や
就
業
を
希
望
す
る
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

● 

定
員　

15
名

●�

受
講
料　

無
料

● 

申
し
込
み

　

 

群
馬
県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団
シ

ル
バ
ー
連
合
事
業
グ
ル
ー
プ
育
成

事
業
係

　

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６
４
０
０

※�

本
講
習
は
厚
生
労
働
省
群
馬
労
働

局
の
委
託
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ

る
も
の
で
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
状
況
に
よ
り
開
催
日
の
変
更
、

ま
た
は
中
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。


